
諮問案件

第１号「札幌圏都市計画道路の変更」について

第２号「札幌圏都市計画公園の変更」について

第３号「札幌圏都市計画運動公園地区地区計画の変更」について

令和６年度第２回北広島市都市計画審議会

資料１



北広島市の都市計画の現況

【変更対象（都市施設）】
・道路（西裏通）
・公園（北海道ボールパークＦビレッジ）

【変更対象（土地利用）】
・地区計画（運動公園地区地区計画）
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都市計画の案の縦覧

事 項 時 期 備 考

北海道都市計画課 下協議 令和６年 ７月２３日

地区計画原案縦覧
令和６年 ８月 １日から
令和６年 ８月１４日まで

縦覧者 無
意見書提出 無

北広島市都市計画審議会(予備審議会) 令和６年 ９月 ２日

北海道都市計画課 事前協議 令和６年 ９月１７日

北海道都市計画課 事前協議（回答） 令和６年１０月１1日

都市計画の案の縦覧
令和６年１０月１６日から
令和６年１０月３０日まで

縦覧者 無
意見書提出 有

北広島市都市計画審議会（本審議） 令和６年１１月１３日
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・都市計画の案の縦覧等（都市計画法第17条）

都市計画は、都市の将来の姿を決定するものであり、住民に対する影響が極めて大きいばかりでな

く、土地利用等に関し住民に義務を課し権利を制限するものである。決定に当たっては、あらかじめ

広く案の内容を住民及び利害関係人に知ってもらうとともに、その意見を反映させることが必要であ

る。その決定以前において公告し、公告後2週間公衆の縦覧に供し、関係市町村の住民及び利害関係人

が市町村に意見書を提出することができることとしたものである。



意見書の要旨
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【案件名】

札幌圏都市計画道路の変更
札幌圏都市計画運動公園地区地区計画の変更

【意見書の要旨】

・Ｆビレッジでは今後も北海道医療大学やホテル等の開発が予定されている。

・プロ野球の試合開催日やイベント開催時には、多くの鉄道利用者が新駅周辺に集中することが

想定される。

・バス停を図のとおり東側に移動させることにより、バス停から広場への歩行者動線を最短距離

にすることを要望する。

・市町村の都市計画の決定（都市計画法第19条第2項）

市町村は、都市計画の案を市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、第17条第2項の規定に

より提出された意見書の要旨を市町村都市計画審議会に提出しなければならない。

【意見書の反映】

・都市計画法の趣旨を踏まえ検討した結果、バス停車帯、広場の構造及び機能に問題がないこと

から、提出された意見を反映させ、都市計画の案を変更する。



諮問案件

第１号「札幌圏都市計画道路の変更」について
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北広島市の都市計画道路
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【都市計画道路】

市街化区域、市街化調整区域及び用途地域の

変更と合わせて、交通量に関する将来予測等を

踏まえ良好な市街地形成のために都市の主要

な骨格をなす道路として位置付けられたものです。



都市計画道路の変更箇所図

西裏通

300近隣商業・商業地域全域・第一種住居地域 60
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当初決定 第1回変更

告示年月日
令和元年
12月5日

令和2年
5月29日

告示番号
北広島市告示
第138号

北広島市告示
第108号

道路種別 幹線街路 幹線街路

代表幅員 29.00ｍ 29.00ｍ

総延長 約1,200ｍ 約1,200ｍ

備 考 新規決定
工作物の設置による区域

変更

計画決定経緯（西裏通）
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都市計画道路（西裏通）

区域拡大
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北海道
医療大学

立体
駐車場

ホテル

旧土木
事務所

レジデ
ンス

シニア
レジデンス



変更位置図（西裏通）

区域拡大
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※令和5年10月撮影

旧土木事務所



計画図（西裏通）
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北広島高校

札幌
養護学校

北広島市
総合体育館

【変更部】

【変更部拡大図】

案の縦覧後

案の縦覧時

約6ｍ駅舎側
に寄せる



変更理由書・新旧対照表（西裏通）
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【変更理由】

交通結節点形成事業により、ＪＲ新駅を核とし、周辺施設を整備することにより、新たな交通モー

ドを形成するとともに、公共交通機関の利用促進による交通渋滞の軽減や周辺都市との交流促進・連

携を強化し、ＪＲ北広島駅と連坦性をもったまちづくりを推進することから、西裏通の区域（バス停

車帯の設置）を一部変更する。



諮問案件

第２号「札幌圏都市計画公園の変更」について
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北広島市の都市計画公園・緑地
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【都市計画公園・緑地】

快適な都市環境の形成、都市景観の増進、災害の防

止、緊急時の避難及び住民の健全な運動や憩い場とし

て、有効な利用が図れるように誘致距離や規模等を考

慮して配置されます。



都市計画公園の変更箇所図

北海道ボールパーク
Fビレッジ

300近隣商業・商業地域全域・第一種住居地域 60
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計画決定経緯（北海道ボールパークFビレッジ）
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区 分 当初決定 第1回変更 第2回変更 第3回変更 第4回変更 第5回変更

告示年月
日

平成5年
6月15日

平成10年
11月20日

平成17年
11月22日

令和元年
12月5日

令和3年
3月23日

令和3年
4月30日

告示番号
北海道告示
第891号

北海道告示
第861号

北広島市告示
第139号

北広島市告示
第52号

北広島市告示
第120号

公園種別 運動公園 運動公園 運動公園 運動公園 運動公園 運動公園

決定時位
置

字共栄 共栄の一部 共栄の一部 共栄 共栄 共栄

面 積 約37.4ha 約37.4ha 約36.7ha 約34.3ha 約17.3ha 約17.3ha

内 容

公園の位置
（所在の表
示）
の変更

公園の区域の
変更（区域
減）・名称の

変更

区域面積の縮
小変更（約
2.4haの縮
小）

区域面積の縮
小変更（約
17haの縮
小）

名称の変更



都市計画公園（北海道ボールパークＦビレッジ）

区域縮小
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北海道
医療大学

立体
駐車場

ホテル

旧土木
事務所

レジデ
ンス

シニア
レジデンス



変更位置図（北海道ボールパークＦビレッジ）

北海道ボールパークFビレッジ
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区域縮小

※令和5年10月撮影



変更理由書（北海道ボールパークＦビレッジ）
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【変更理由】

・北海道ボールパークＦビレッジ

北海道ボールパークＦビレッジは、屋根付野球場を核とした交流拠点として、子供向け野球場である
キッズパークや、親水空間である水遊び場の設置、周囲の豊かな自然と一体となったレクリエーション
施設を整備するとともに、防災備蓄倉庫の整備や、新球場を広域避難場所として位置づけするなど、防
災機能も有する公園として施設配置を再検討し、令和３年３月に公園区域縮小の都市計画変更を行い、
令和５年３月に一部区域を除き供用を開始した。
Ｆビレッジは段階的な整備を計画しており、開業から1年以上が経過し、北海道医療大学の移転やＪＲ

新駅の整備についても決定し、公園利用者の利便性向上や歩行者の安全性向上が期待される。公園及び
周辺区域の計画内容が具体的になり、歩行者動線や立体駐車場の配置について再検討した結果、一部の
平面駐車場としている区域について、駐車場の機能を立体駐車場として公園区域内の別な場所に集約し、
周辺区域の機能との相乗効果を図るため、一部区域約0.5haを縮小し、公園区域を約16.8haに縮小変更す
るものである。

上段：変更前

下段：変更後 種 別

名 称
位 置 面 積 備 考 変 更 内 容

番 号 公園名

運動公園 6･5･251
北海道ボール

パーク
Ｆビレッジ

北広島市
共栄

約

17.3ha

区域面積の縮小
変更（約0.5ha

の縮小）

〃 〃 〃
北広島市
Ｆビレッジ

約

16.8ha



諮問案件

第３号「札幌圏都市計画運動公園地区

地区計画の変更」について
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北広島市の地区計画

Ｎｏ． 地区名

1 希望ヶ丘地区

2 元町地区

3 広島地区

4 北広島駅東地区

5 大曲東地区

6 大曲通地区

7 柏葉台団地南第１地区

8 柏葉台団地南第２地区

9 大曲のぞみ野地区

10 北広島団地白樺地区

Ｎｏ． 地区名

11 虹ヶ丘地区

12 東部中学校地区

13 大曲柏葉地区

14 希望ヶ丘第２地区

15 中の沢地区

16 西の里地区

17 北広島団地松葉町地区

18 大曲幸地区

19 北広島団地青葉町地区

20 運動公園地区

21 北広島駅西地区
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地区計画の変更箇所図

運動公園地区

300近隣商業・商業地域全域・第一種住居地域 60
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地区計画（運動公園地区）

区域拡大
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北海道
医療大学

立体
駐車場

ホテル

旧土木
事務所

レジデ
ンス

シニア
レジデンス



変更位置図（運動公園地区）

北海道ボールパークFビレッジ
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区域拡大

※令和5年10月撮影

旧土木事務所



変更理由書（運動公園地区）

24

【変更理由】

本市では、人口減少に対応した持続可能なまちづくりの推進に向け、都市機能や居住機能の集積、未利
用市有地の有効活用等により、既存の都市基盤を活かしたコンパクトな市街地形成を図る必要があること
から、平成30年12月に北広島市立地適正化計画を策定し、当市の5つの地区に対して拠点や区域の設定を行
い、人口減少等の状況に対応するコンパクトなまちづくりへの転換を進めている。また、令和2年12月に北
広島市都市計画マスタープラン（第2次）を策定し、ボールパーク構想の推進による新たなまちづくりを進
めるため、適切な土地利用を図るとしている。
交通結節点形成事業により、ＪＲ新駅を核とし、周辺施設を整備することにより、新たな交通モードを

形成するとともに、公共交通機関の利用促進による交通渋滞の軽減や周辺都市との交流促進・連携を強化
し、ＪＲ北広島駅と連坦性をもったまちづくりを推進する。また、Ｆビレッジは段階的な整備を計画して
おり、開業から1年以上が経過し、北海道医療大学の移転やＪＲ新駅の整備についても決定し、公園利用者
の利便性向上や歩行者の安全性向上が期待される。公園及び周辺区域の計画内容が具体的になり、歩行者
動線や立体駐車場の配置について再検討した結果、一部の平面駐車場としている区域について、駐車場の
機能を立体駐車場として公園区域内の別な場所に集約する。
ボールパーク構想の推進による各種事業を進めるため、地区計画の区域及び地区整備計画を変更する。

【変更内容】

交通結節点形成事業に伴い、歩行者等の南北への移動や北海道ボールパークＦビレッジへの移動を円滑

にするため、地区内にＪＲ新駅と一体となった通路及び広場を定め、地区計画の区域を変更するとともに、

立体道路に関する事項を地区整備計画に定める。また、都市計画公園の縮小変更に伴い、周辺区域の機能

との相乗効果を図るため、地区計画の公園地区を縮小変更する。



計画図（運動公園地区）
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公園地区 交流地地区公園地区

交通結節点地区 交通結節点地区

交流地地区

新 旧



予備審議会からの変更点
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約6ｍ駅舎側
に寄せる

案の縦覧後

案の縦覧時

広場2号の
面積が縮小



事     項 
計  画  内  容 

新 旧 

名     称 運動公園地区地区計画 同左 

位     置 北広島市共栄の一部及びＦビレッジ 北広島市共栄の一部 

区     域 計画図表示のとおり 同左 

面     積 約４０．１ha 約３９．４ha 

地区施設の配置及び規模 市道ボールパーク 1号線 

幅員 20ｍ 延長 約 588ｍ 

市道ボールパーク 2号線 

 幅員 12ｍ 延長 約 294ｍ 

市道ボールパーク 1号緑道 

 幅員 4ｍ  延長 約 214ｍ 

歩行者専用通路 1 号 

 幅員 4ｍ  延長 約 109ｍ 

歩行者専用通路 2 号 

 幅員 10ｍ  延長 約 34ｍ 

広場 1 号 面積 約 2,550 ㎡ 

広場 2 号 面積 約 1,641 ㎡ 

配置は計画図表示のとおり 

市道ボールパーク 1号線  

 幅員 20ｍ 延長 約 588ｍ 

市道ボールパーク 2号線  

 幅員 12ｍ 延長 約 294ｍ 

市道ボールパーク 1号緑道 

 幅員 4ｍ  延長 約 214ｍ  

配置は計画図表示のとおり 

地区計画の目標 当地区は、北広島市の東方にあたる

東部地区に位置し、都市計画道路「北進

通」及び「西裏通」に隣接しており、北

海道ボールパークＦビレッジにおい

て、球場の建設を核としたボールパー

クの整備が進められている。 
そこで、本計画では、ボールパークの

事業効果の増進を図り、建築物の用途
の混在や敷地の細分化などによる環境
の悪化を未然に防止し、適正な商業施
設等の誘導、配置を進め、本地区にふさ
わしい市街地の形成を図ることを目標
とする。 

当地区は、北広島市の東方にあたる

東部地区に位置し、都市計画道路「北進

通」及び「西裏通」に隣接しており、き

たひろしま総合運動公園において、球

場の建設を核としたボールパークの整

備が進められている。 
そこで、本計画では、ボールパークの
事業効果の増進を図り、建築物の用途
の混在や敷地の細分化などによる環境
の悪化を未然に防止し、適正な商業施
設等の誘導、配置を進め、本地区にふさ
わしい市街地の形成を図ることを目標
とする。 

 

地区計画の変更内容①

27



事     項 
計  画  内  容 

新 旧 

区 域 の

整備、開

発 及 び

保 全 に

関 す る

方針 

土地利用の方

針 

当該開発事業の土地利用計画を基本

としつつ、当地区を３つの地区に細区

分し、それぞれの地区にふさわしい適

正な土地利用を図る。 

１ 公園地区 

球場等の公園施設の整備を図る地

区とする。 

２ 交流地地区 

多様な世代がスポーツを通して触

れ合うコミュニティ空間や、北海道

の食と観光等の地域ブランド発信を

通じ、様々な人がふれあい交流する

交流地の形成を図る。 

３ 交通結節点地区 
公共交通施設と商業業務施設等の

集積が図られる地区とする。住宅と
店舗、事務所が協調できる地区とす
る。 

同左 

地区施設の整

備の方針 

地区内の区画道路を適正に配置し、
その機能の維持・保全を図る。又、地区
施設として区画道路、歩行者専用通路
及び広場を地区整備計画に定める。 

地区内の区画道路を適正に配置し、
その機能の維持・保全を図る。又、地区
施設として区画道路を地区整備計画に
定める。 

 

地区計画の変更内容②
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事     項 
計  画  内  容 

新 旧 

区 域 の

整備、開

発 及 び

保 全 に

関 す る

方針 

建築物等の整

備の方針 

地区計画の目標及び土地利用の方針

に基づき、建築物等に関する制限を次

の通り定める。 

１ 運動公園地区としての機能の増進

が図られるよう、それぞれの地区の

土地利用にふさわしい「建築物の用

途の制限」を行う。 

２ 良好な市街地環境の形成に必要な

ゆとりある敷地を確保するため、そ

れぞれの地区に、「建築物の敷地面積

の最低限度」を定める。 

３ ゆとりのあるまちなみを形成する

ため、それぞれの地区に「建築物の壁

面の位置の制限」を行う。 

４ 周辺の住環境の保全と、日照や眺

望の確保のため「建築物の高さの最

高限度」を定める。 
５ 北海道にふさわしい景観を形成す
るため、「建築物等の形態又は意匠の
制限」を定める。 

同左 

 

地区計画の変更内容③
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事     項 
計  画  内  容 

新 旧 

地

区

整

備

計

画 

名称 運動公園地区 同左 

区域 計画図表示のとおり 同左 

面積 約３６．６ha 約３５．９ha 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地
区
の
区
分 

地区の 
名称 

公園地区 同左 

地区の 
面積 

約１６．８ha 約１７．３ha 

建築物等の用

途の制限 

 
同左 

建築物の敷地面
積の最低限度 

― 同左 

壁面の位置の

制限 

都市計画道路「北進通」及び「西裏通」
の道路境界線(隅切部分を除く。) から建
築物の外壁又はこれに代わる柱（以下
「外壁等」という。）の面までの距離の
最低限度は、3ｍ、その他の道路境界線
(隅切部分を除く。) から外壁等の面まで
の距離の最低限度は、1.5ｍとする。 

同左 

建築物等の高
さの最高限度 

― 同左 

建築物等の形
態又は意匠の
制限 

― 同左 

 

地区計画の変更内容④
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事     項 
計  画  内  容 

新 旧 

地

区

整

備

計

画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地
区
の
区
分 

地区の 
名称 

交流地地区 
同左 

地区の 
面積 

約１４．２ha 約１３．８ha 

建築物等の用

途の制限 

次の各号に掲げる建築物は、建築し
てはならない。ただし、市長が運動公園
の効用を高める施設として、あらかじ
め都市計画審議会に意見を聴取し、許
可した場合は除く。 
(1) 住宅（事務所、店舗その他これら
に類する用途を兼ねるものを含む。）
共同住宅、寄宿舎又は下宿 

(2)法別表第二（か）項に規定する建築
物 

(3) 自動車教習所 
(4) 営業用倉庫 
(5) キャバレー、料理店その他これら
に類するもの 

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律第 2 条第 6 項第 4
号に規定する店舗型性風俗特殊営業
の用途に供する建築物 

同左 

建築物の敷地面
積の最低限度 

３００㎡ 同左 

壁面の位置の

制限 

都市計画道路「北進通」及び「西裏通」
の道路境界線(隅切部分を除く。) から建
築物の外壁又はこれに代わる柱（以下
「外壁等」という。）の面までの距離の
最低限度は、3ｍ、その他の道路境界線
(隅切部分を除く。) から外壁等の面まで
の距離の最低限度は、1.5ｍとする。 

同左 

建築物等の高
さの最高限度 

７０ｍ 同左 

建築物等の形
態又は意匠の
制限 

建築物の外壁、屋根及び工作物の色
彩は、刺激的な色を避け、周囲との調和
に配慮したもの。 

同左 

 

地区計画の変更内容⑤
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事     項 
計  画  内  容 

新 旧 

地

区

整

備

計

画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地
区
の
区
分 

地区の 
名称 

交通結節点地区 同左 

地区の 
面積 

約５．６ha 約４．８ha 

建築物等の用
途の制限 

次の各号に掲げる建築物は、建築し
てはならない。ただし、市長が運動公園
の効用を高める施設として、あらかじ
め都市計画審議会に意見を聴取し、許
可した場合は除く。 
(1) 住宅（事務所、店舗その他これら
に類する用途を兼ねるものを含む。）
共同住宅、寄宿舎又は下宿 

(2)法別表第二（か）項に規定する建築
物 

(3) 畜舎（15 ㎡以下のものを除く。） 

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律第 2 条第 6 項第 4

号に規定する店舗型性風俗特殊営業

の用途に供する建築物 

同左 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

３００㎡ 同左 

壁面の位置の

制限 

都市計画道路「西裏通」の道路境界線
(隅切部分を除く。) から建築物の外壁又
はこれに代わる柱（以下「外壁等」とい
う。）の面までの距離の最低限度は、3ｍ
とする。 

同左 

建築物等の高
さの最高限度 

７０ｍ 同左 

建築物等の形
態又は意匠の
制限 

建築物の外壁、屋根及び工作物の色
彩は、刺激的な色を避け、周囲との調和
に配慮したもの。 

同左 

 

地区計画の変更内容⑥
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事     項 
計  画  内  容 

新 旧 

地

区

整

備

計

画 

立
体
道
路
に
関
す
る
事
項 

道路の名称 都市計画道路３・３・229 西裏通 
 

道路の区域の

うち建築物等

の敷地として

併せて利用す

べき区域（重複

利用区域） 

計画図４の表示のとおり 

 

建築物等の建

築限界 
計画図４の表示のとおり 

 

備 考 
用語の定義及び面積等の算定方法に

ついては、特別に定めるものを除き、建
築基準法及び同法施行令の例による。 

同左 

 

地区計画の変更内容⑦
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計画図１（運動公園地区）

34

【平面図 1Fレベル】
【正面立面図】

【断面図】

広場2号 広場1号（1F）

（西裏通）

42ｍ

34ｍ 20ｍ37ｍ

▼用途【広場1号（1F）】
①階段、②エレベーター、
③電気室、④ポンプ室、
⑤倉庫

▼用途【広場2号】
⑥車両の乗降車場
⑦バス停車帯までの敷地



【断面図】

34ｍ 20ｍ37ｍ

計画図２（運動公園地区）

35

【平面図 2Fレベル】

広場1号（2F）

▼用途【広場1号（2F）】
①階段、②倉庫、③事務室

【正面立面図】

42ｍ

（西裏通）



【断面図】

34ｍ 20ｍ37ｍ

計画図３（運動公園地区）

36

歩行者専用通路2号 広場1号（3F）

【平面図 3Fレベル】

▼用途【広場1号（3F）】
①階段、②エレベーター、③トイレ、
④自由通路、⑤交流広場、⑥バス停車帯までの階段

【正面立面図】

42ｍ

（西裏通）



計画図４（運動公園地区）

37

立体交差範囲

西裏通

←至 駅舎 至 ボールパーク→



歩行者の通行例

38

例1 バス停車帯～(階段)～改札3F
例2 広場2号1F～(階段)～改札3F

例3 駅の北側～改札3F
例4 BP～改札3F

例5 駅の北側～BP

階段

エレベーター

階段



都市計画の策定の経緯の概要書

事 項 時 期 備 考

北海道都市計画課 下協議 令和６年 ７月２３日

地区計画原案縦覧
令和６年 ８月 １日から
令和６年 ８月１４日まで

縦覧者 無
意見書提出 無

北広島市都市計画審議会(予備審議会) 令和６年 ９月 ２日

北海道都市計画課 事前協議 令和６年 ９月１７日

北海道都市計画課 事前協議（回答） 令和６年１０月１1日

都市計画の案の縦覧
令和６年１０月１６日から
令和６年１０月３０日まで

縦覧者 無
意見書提出 有

北広島市都市計画審議会（本審議） 令和６年１１月１３日

北海道協議 令和６年１１月下旬

北海道協議（回答） 令和６年１２月上旬

決定告示 令和６年１２月中旬

39

都市計画の軽易な変更

都市計画道路（西裏通）の変更は、拡幅による位置又は区域の変更となり、都市計画法施行規則第13条の2

で定める「都市計画の軽易な変更」であるため、北海道の協議に係る手続きが省略される。


